
第二一〇回 

衆第一号 

   国会法の一部を改正する法律案 

 国会法（昭和二十二年法律第七十九号）の一部を次のように改正する。 

 第三条に次の一項を加える。 

  前項の規定により要求書が提出されたときは、内閣は、その提出の日から二十日以内

に臨時会を召集することを、決定しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、こ

の限りでない。 

 一 この項本文の期間内に常会が召集された場合 

 二 この項本文の期間が前条の規定により臨時会を召集しなければならない期間又は特

別会を召集しなければならない期間にかかる場合 

 三 この項本文の期間が衆議院議員の任期満了による総選挙又は参議院議員の通常選挙

を行うべき期間にかかる場合 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この法律は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この法律による改正後の国会法（以下「新法」という。）の規定は、この法律の施行

後に新法第三条第一項の規定により提出された要求書に係る臨時会の召集について適用

する。 



     理 由 

 日本国憲法第五十三条後段の規定に基づく国会議員による臨時会の召集の決定の要求が

あった場合における内閣の対応の状況に鑑み、臨時会の召集の決定の要求の日から二十日

以内に臨時会を召集することを内閣が決定しなければならない旨の規定を設ける必要があ

る。これが、この法律案を提出する理由である。 


